
八戸税務署申告と納税は期限内に 0178-43-0141TEL.

3月17日(月)までに申告・納税
所得税および復興特別所得税・贈与税

3月  31日(月)までに申告・納税
個人事業者の消費税および地方消費税

振替納税以外の納期限 振替日
所得税
および復興特別所得税 3月17日(月)

3月17日(月)
3月31日(月)

4月23日(水)

4月30日(水)個人事業者の消費税
および地方消費税
贈与税 利用不可

のお知らせ確定申告

マイナポータル連携で自動入力

確定申告書等作成コーナーなら
金額等を入力するだけで
自動計算で
申告書が完成 !

マイナポータル連携で
控除証明書等の
データが
自動入力できる!

確定申告は

所得税の確定申告
マイナポータル連携でさらに便利にマイナンバーカード×スマホでe-Tax!!※ご利用には事前準備が必要です。

申告書作成会場の入場には「入場整理券」が必要です。
入場整理券の配付が終了している場合、後日の来署を
お願いします。入場整理券は、国税庁公式 LINE で
オンラインによる事前発行ができます。

申告書作成会場のご案内

会 場

申告書作成会場は、毎年大変混み合いますので確定申告書は是非、ご自宅などで作成・e-Tax 送信をお願いします。
※ 期間中、八戸税務署に「申告書作成会場」は設置していません。 完成した申告書等の提出のみの方は、八戸税務署をご利用ください。 

八戸ショッピングセンター ラピア  地下 1階 ラピアホール 
令和 7年  2 月17日(月)～3月17日(月)
　　　9時～16時 ( 土・日・祝日を除きます )

期 間

●申告書作成会場ではスマホとマイナンバーカードを使用し、
　ご自身で申告書等を作成していただきますので、次のものをお持ちください。 なお、申告書作成会場来場前にマイナポ

ータル連携をしておくと、医療費やふる
さと納税などを申告書に自動で入力でき、
スムーズに申告書が作成できます。

　③ スマートフォン
　④ 申告書作成に必要な資料
　⑤ 添付書類

① マイナンバーカード
② マイナンバーカードの2つのパスワード
　 ［ 利用者証明用 (数字 4桁 )、署名用 (英数字6～16文字 )］

● 医療費　● ふるさと納税　
● 社会保険
　( 国民年金保険料・国民年金基金掛金 ) 
● 生命保険　● 地震保険　
● iDeCo( 個人型確定拠出年金 )　
● 小規模企業共済掛金
● 住宅ローン控除関係

控除関係

※「給与所得の源泉徴収票」の情報が自動入力の対象になる
　ためには、 お勤め先 ( 給与等の支払者 )が税務署に e-Taxで
　給与所得の源泉徴収票を提出していること等の要件があります。

収入関係 ● 給与所得の源泉徴収票　
● 公的年金等の源泉徴収票　
● 株式の特定口座年間取引報告書

※
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